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生涯学習関連施設における
市民企画プログラムの形成過程に見る学習

一三施設での市民企画講座委員会への参与観察を含めて－

赤尾勝己

1 ．計画行為についての新しい理論的ア

プローチ

せる勝負＝ゲームである｡」 （フーコー､1986：

119頁）

そして、フーコーは、 「権力は至る所にある。

すべてを統轄するからではない。至る所から生

じるからである」 （同書:120頁） として、 「権

力は、無数の点を出発点として、不平等かつ可

動的な勝負の中で行使される」 「権力の関係は

他の形の関係（経済的プロセス、知識の関係、

性的関係）に対して外在的な位置にあるもので

はなく、それらに内在するものだということ」

｢権力は下から来るということ」 「権力の関係は、

意図的であると同時に、非一主観的であるこ

と」 「権力のある所には抵抗があること」 （同書

:121-124頁）を提言している。 （杉田、 2000:

31-32頁）つまり、フーコーは、国家権力に収

數しない権力を問題にする必要性が生じており、

さまざまな力関係のある場における権力のメカ

ニズムを分析する必要があると論じる。権力と

いうのは、 さまざまな場に発生するのであり、

その場において下から来る権力、すなわち自生

的な権力に注目する必要があると言う。

こうした視点は、計画段階における利害関係

者の協議において、誰の言説が力をもち、誰の

言説が力をもたなくなるか、それはなぜかとい

う計画に関わる利害関係者問の権力関係の分析

に寄与する。本研究に即して言えば、計画主体

としての複数の市民と職員が共同で、生涯学習

関連施設において学習プログラムを創る際に働

く権力でもある。

一方、ハーバーマスは、その著作『イデオロ

一般に、都市計画や施設計画という公的領域

における計画(planning)は、 もっぱら専門家

や官僚による技術的な行為(technicalaction)

として考えられ、素人である市民はそれに関わ

ることは少ない。しかし1980年代から、計画は

それに利害関係をもつ人々(stakeholders)によ

るコミュニケーションによって導き出される合

意(consent)に基づき実践される協働的な行

為(dehberativeaction) として考えられるよう

になった。ここで注目したいのは、フーコー(M.

Foucault)の権力(power)概念と、ハーバー

マス(J・HabeImas)の「コミュニケーション行

為」 (commumcativeaction)概念、それらから

新たな都市計画の理論を編み出したフォレス

ター(J.Forester)の所論である。

フーコーは、従来の権力＝国家権力というと

らえ方に対して、次のような権力の分析方法を

提示している。

「権力の関係における分析は、出発点として

ある予件として、国家の主権とか法の形態とか

支配の総体的統一性を前提としてはならないの

だ。これはむしろ権力の終端的形態にすぎない。

権力という語によってまず理解すべきだと思わ

れるのは、無数の権力関係であり、それが行使

される領域に内在的で、かつそれらの組織の構

成要素であるようなものだ。絶えざる闘争と衝

突によって、それらを変形し、強化し、逆転さ
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ギーとしての技術と科学』の中で、近代の生活

社会を構成している技術的合理性(tecmical

rationahty)は、社会の上層に位置づく官僚や

専門家によって一般の人々に行使される支配の

形態となっており、一般の人々には制御不能な

状態にあることを次のように指摘する。

「マックス・ウェーバーがく合理化＞と名づ

けるもののうちには、合理性そのものが貫徹し

ているのではなく、合理性に名をかりた一定の

陰微な政治支配形態が貫徹している、 というの

がマルクーゼの確信であった。この種の合理性

は、 （状況があたえられ、 目標がさだめられる

と）戦略をただしく選択し、工業技術を適切に

利用し、 目的にそって組織を調整するのに役だ

つために、ひとぴとは、戦略の選択、工業技術

の利用、組織の調整が、どのような社会的利害

のなかでなされるかを省察したり、理性的に再

構成したりすることをないがしろにしてしまう。

しかも、この合理性は技術的処理が可能な関係

にしかかかわらないものだから、 したがって、

自然もしくは社会の支配を内包するような行動

類型を要求する。目的合理的行動は、その構造

からして統制の行使である｡」 （ハーバーマス、

1970:46-7頁）

ハーバーマスは、技術的合理性によって歪め

られたコミュニケーション行為による偽の合意

から脱却するために、すべての人があらゆる強

制や不平等を除去した対等な立場で討議できる

場としての「理想的発話状況」 (idealspeech

situation)を構想した。

こうしたフーコーの自生的な権力概念と、

ハーバーマスの「技術的合理性」批判のモチー

フを受け継ぎ、都市計画学者のフォレスターは、

新たな文脈で計画理論を打ち立てようとした。

彼は「計画」という状況における合理性を問題

にして、専門家が決める技術的合理性による計

画から、利害関係者間の論争による

(a,gumentative)計画へ移行すべきことを次の

ように示した。

「計画は未来の行為を導くことである。激し

く関心が葛藤し合い、地位と資源の不平等が大

きな世界においては、権力に直面した計画は

日々必要であるだけでなく、常に倫理的な挑戦

なのである｡」 (Foresterl989:3.)

「計画者は中立的な局面や、すべての影響力

のある関心が声を有する理想化された自由な環

境において仕事をしているのではない。彼らは、

政治的な問題や、 （人口計画のように）多くの

基本的な技術的構成要素が、ある人から賛同さ

れたり、反対されたりする問題について、政治

的組織の内部で仕事をする。計画についてのあ

らゆる説明は、これらの政治的な現実に直面し

なければならない｡」 (Ibid.:3)

フォレスターは、近年、計画者は協議的実践

者(dehberativepractitioner)であるべきだと

言っている。また、複数の計画者が参加的な計

画過程において、学習によって自らの認識を変

容させることを次のように指摘している。

「計画者は望ましい目的を追求する協議者で

あると同時に葛藤的な計画やデザインの過程そ

のものを管理する調整者でなければならない。

このことは、計画者やデザイナーは妥協の後を

追いかける以上のことができることを意味する。

彼らは公的学習(pubhcleamng)についての

もっとも効果的な過程と、公的協議の実践的・

刷新的段階と、 さらにより大きな計画過程の多

くの部分での合意形成を促進できる｡」

(Foresterl999:61)

「私たちは、自らの予言と戦略を再枠組み化

することを学ぶ。しかし、私たちは新しい関係

性とさらに自分自身についての感覚をも発展さ

せることを学ぶ。参加の過程において、私たち

は議論を生み出すだけでなく、ネットワークと

新しい組織形態をも構築する｡」 (Ibid.: 151)

そして、フォレスターは、計画に関わる人々

が新しい考えを出す中で、 自らの組織形態を新
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の） 「真のニーズ」 (realneeds)を満たすこと

であってもそうである。実際、成人教育者が最

も高度な技能を発揮するのは、成人が自らの

ニーズを発見し、それらを満たすことに関心を

示すようになるのを支援する技能によってであ

ろう｡」 （ノールズ訳書､96頁）

つまり、 ノールズにあっては、プログラムの

計画はニーズ評価から始まり、ニーズをプログ

ラムの目標に変換する手続きをとることになる。

それは、個人のニーズ、組織のニーズ、地域社

会のニーズを、運営的ニーズと教育的ニーズに

分けて、これらを機関の目的、実行可能性、対

象者の関心というふるいにかける。そして、そ

こを<く”り抜けてきたニーズからプログラムの

運営的目標と教育的目標を生み出すのである。

このようなノールズの成人教育プログラム計

画理論に対して、第1節で見たフオレスターの

計画理論を背景にして批判したのがセルベロと

ウィルソン(R.MCervero,A.L.Wnson)であっ

た。彼らは学習プログラムを計画することは、

ノールズの言うような、学習者のニーズを基に

した技術的な活動ではなく、社会的な活動であ

るとして次のようにノールズを批判する。

「ノールズの1980年の（『成人教育の現代的実

し〈していくことを次のように述べている。

「私たちは新しい考えだけでなく、新しい組

織形態を生み出す。私たちはよりよい実践的な

前提を発展させるだけでなく、行為と共同のた

めに新しい能力を発展させる。私たちは、予期

しないが価値ある様式で、考えや自分自身を変

容させるかもしれない｡」 (Ibid.: 153)

ここには、参加的な計画過程における、計画

者自らの認識と組織の変容が含意されている。

計画者間の学習による認識の変容、すなわち

｢変容的学習者としての計画者」という姿が組

み込まれている。

「私たちは協議的な設定の中で価値について

学ぶ。計画や他の多くの参加的過程の中で、そ

うした学習は、議論や考えの再枠組み化や専門

家の知識の批判を通してだけでなく、関係性や

責任性、ネットワークや能力、集団的記憶や人

員構成の変容を通して生起する｡」 (Ibid.: 115)

さらに、フオレスターは、デューイ派のアー

ジリス(C.Argyris)やシヨーン(D.A.Schon)

と一線を画し、 さらにフレイレ(P.Freire)派

とも一線を画して、 「私たちの議論が対話や協

議の中で変わっていくだけでなく、私たち自身

もどう変わるかを探究する、社会的学習

(sociallearnig)の変容理論」という第三の道

を示している。
診断された二一

2．成人教育プログラム計画理論の刷新

フィルターを

運してふるい分I1980年代からアメリカの成人教育プログラム

計画理論は、 ノールズ(MKnowles)の成人教

育学(andragogy)理論が主流を占めていた。

それはニーズ至上主義とも言えるような理論モ

デルを呈していた。彼は次のようにプログラム

計画の原則を論じている。

「アンドラゴジーにおいては、プログラム計

画の出発点は、つねに成人の関心にある。たと

え、最終目標が、成人の（そして組織や社会

生み出す

目標 目槙

1． 1．

2． 2．

3． 3．

4． 4．

など など

ニーズを目標に変換するプロセス

(M. ノールズ訳書、 170頁）

図1
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践』1980年版のこと：筆者補足）プログラム計

画の規定は、彼のアンドラゴジカルな前提から

出ており、理論においては偉大に響くが、自分

たちが見ている実際の状況において何をすれば

よいかを語っていない。…明らかに、私たちの

理論は、ノールズによって提起されたような、

研究文献を支配している包括的な合理性モデル

とは異なる｡」 (Cervero,Wilson,1994: 118)

彼らは「合理的な計画への挑戦」 (chanenge

torationalplannmg) という観点から、これま

での成人教育プログラム計画理論の原理につい

て批判する。

「成人教育の現代的実践を規定する中心的な

イデオロギー構造は、教育的な問題を解決する

ための科学への能力の信頼である。このモデル

では、合理的な人間の行為のモデルとして科学

の方法を使うことによって、実践は改善される

ことになる。私たちは、この前提が成人教育に

おける「理論から実践へ」 (theo,y-to-practice)

の関係を支配していると考える。この成人教育

の理論から実践へという道具的な価値について

の一連の信念は、ほとんど疑問をもたれないほ

どオーソドックスであった｡｣ (Ibid: 173)

また、彼らは、アメリカの成人教育の計画理

論をふりかえってみると、そこには「技術的合

理性」 (technicalrationahty)を特権化する支

配的な議論を促す選択的な伝統があると言う。

つまり、 1930年代に、技術的合理性が、成人教

育関係者の専門職化運動のなかで立ち現れ、

1950年代までに技術合理的な計画理論が確立さ

れた後は、ほとんど変わっていないと指摘する。

セルベロとウィルソンは、学習プログラムを

計画することを「世界を作る」 (worldmaking)

社会的活動としてとらえる。計画者はデイス

コースを通して、権力と関心を協議する。その

過程において、プログラムは構成されるのであ

る。 「あらゆる教育プログラムの形式と内容は、

明らかに、どんな文脈でどんな関心を誰が協議

するかという機能である。計画は社会的行為で

あるので、計画者の自ら置かれた組織的設定と

の間での相互作用を理解することが重要である。

…責任あるプログラムを計画するために成人教

育者に何ができるかを問い行為する上で、権力

(power)と関心(mterest)はその中心にあ

る｡」 (Ibid:p.xiii)そして、 「プログラムを計

画するということは社会的な活動であ」 り、計

画者の責任と彼らの実践の中心的な問題は、プ

ログラムを構成する上で、人々の関心をどう調

整するか」ということであり、 「成人教育は中

立的な活動ではありえない」 (Ibid: pp.4-5.) と

論じる。つまり、 「プログラムの計画は、権力

や利害に直面した常に倫理的な挑戦であ」

(Ibid:p.24.) り、 「計画は社会的な実践であっ

て科学的な実践ではない」 「プログラムの計画

者は、私たちが生活している世界を構成するた

めに諸利害を調整する」 (Ibid.: 171)のである。

換言すれば、 「プログラム計画者は、相異な

る権力関係と可変的・強制的要因の文脈にある

たくさんの関心を協議する」 (Mnls,Jr.,

Cervero,Langone,Wilson:2-3)のであり、 「プ

ログラムの計画は、成人教育者が、権力諸関係

によって構造化された組織上の文脈における諸

関心を協議するという社会的活動である｡」

(Ibid:p.4.)

セルベロとウィルソンは、成人教育プログラ

ム計画のテーブル(plannmgtable)に着いて

いる職員間の協議の過程を権力関係、すなわち、

ミクロなパワーポリテイクスの世界としてとら

えている。彼らはプログラムの計画に際して、

｢影響を受けるすべての人が、重要なことにつ

いての討議に巻き込まれるべきである」ことを

意味する「民主的計画」 (democraticplannmg)

が必要であると論じる。ここで、プログラム計

画者は5つのカテゴリー－学習者、教員、計画

者、組織のリーダー、影響を受ける一般公衆一

の関心を協議すべきだとしている。 (Cervero,
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筆者は、フォレスターの問題意識を受け継ぎ

ながら、協議の過程で、計画者の認識が変容し

ていく 「変容的学習者としてのプログラム計画

者」という視点を重視したい。つまり、プログ

ラム計画者も協議過程で学習をしているのであ

り、計画者の変容的学習の過程としてのプログ

ラム計画をとらえる必要性を感じる。もちろん協

議の過程で計画者の認識が変わっていく場合も

あれば、変わらない場合もあろう。計画委員会

への参与観察において計画者のデイスコース分

析によって意見が変わっていく過程を見て、学習

による認識の変容をとらえることが求められる。

その一方で、セルベロとウィルソンの問題意

識を受け継ぎながら、計画委員会は実践共同体

であるが、その共同体内部には権力関係が内包

されており、そこで誰の意見が通るか、誰の意

見が通らないか、その理由は何か、それを支配

しているのは誰かといったミクロな権力関係を

明らかにする必要性を感じる。第3節では、 3

つの講座企画委員会の中で重要な役割を果たし

たキーパーソンの言説に注目して、それらがど

のように講座プログラムの中に実現されていっ

たのか、 きれなかったのかについて見る。第4

節では、講座企画委員会の内外の影響要因にお

いて、どの影響要因が大きく働いているか、カ

ファレラ (R.Caffarena)の所論をもとにした

モデルを試作してみたい。

Wnson,op.cit.: 143)そして、 「計画者は、あら

ゆる教育プログラムを構築する際に、自ら表現

する真の関心についての思いを明確にしなけれ

ばならない」 (Ibid.:p.164) と論じる。

セルベロとウィルソンの議論は、その後、プ

ログラム計画の場において計画者各人が行使す

る影響戦略を計量的に測定していくことに傾斜し

ていく。 (Yang,Cervero,Valentme,Benson:229)

ヤングらの共同研究では、プログラム計画の場

における「権力と影響戦略モデル」 (AModel

ofPowerandlnnuenceTactics)が提起きれて

いる。これは、計画者問の権力関係が対称的か

非対称的かによって、計画者の関連した関心が

葛藤的か合意的かによって、計画者の計画行為

が受動的か積極的かによって､推論(reasoning)、

相談(consulting)、訴求(appeahg)、ネット

ワーキング(networking)、交換(exchangmg)、

取り引き (barganng)、圧迫(pressurmg)、妨

害(counteracting) という8つの戦略が確認さ

れ、計画者は、プログラム計画の協議の場で、

自らの置かれた力関係上の立場に沿ってこれら

の戦略を行使するのである。しかしここでは、

計画者が自らの初発の関心をどういう戦略に

よって通すかというレベルにとどまっている。

彼らの研究では、協議の過程での意見交換に

よって計画者各人の認識が変容していくところ

までとらえられていない。

3．実践共同体としてのプログラム計画
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2003年に、筆者は3つの生涯学習関連施設に

おいて、一般市民を公募して組織された講座企

画委員会への録音と写真撮影が許可された。本

節では、その市民企画委員と職員が同じ協議

テーブルでどのような言説をやりとりして、ど

のような要因によって学習プログラムが形成さ

れていったのかを明らかにしたい。その際、特
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(Yang,Cerrero,Valentme,Benson,p.229)
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に重要と思われる局面と、そこでのキーパーソ

ンの発言を紹介したい。

り」 「介護」といったテーマが浮上するきっか

けを作ったことは明らかであるoAは当初、講

座参加者による「グループ」づくりという先鋭

な問題意識をもって会議に臨んだが、 「できる

だけ多くの人の参加があったほうがよい」とい

う意見の前で、 自らの提案を撤回されることを

余儀なくされた。結局、 「介護」というテーマ

に自らの関心を反映させるにとどまった。

Fは、長年にわたる女性学関連の講座受講者

の経験をもとに、 より納得のいく講座をつくり

たいという思いから、他の施設における女性学

関連の講座プログラムを持参して、それらを参

考にしながら、提案をしていた。第5回会議で、

｢介護」 「ひきこもり」の講座プログラムを紹介

するなど、 リソースパーソンとしての貢献をし

た。また、講師についても多数知っており、女

性学関連の講座の受講体験が生きていた。

第8回会議において、A委員とG職員との間

に、次のような緊迫した場面があった。

A「男も介護に関わるということでも一歩前

進です。同じ人間なんだけど、男と女が

おってね、やっぱり違う性質みたいなもの

があってね、それで家庭をもって、どっち

が収入があるかどうかはわからんけれど、

どっちに介護ができる環境にあるかどうか

をみれば、やっぱり女性でしょう｡」

G「どうしてそうなるのですか？男性のほう

が女性よりも収入が多いから、男性が収入

を得るために働くのです。それは男性と女

性の違いの話じゃないでしょう。置かれて

いる環境の問題でしょう。…女性が稼げな

い社会構造になっているのです｡」

ここでG職員はA委員のジェンダーを内面化

した認識の偏りを厳しく指摘している。これは、

社会において男女平等を進める男女共同参画推

進センターの使命(mission)でもある。Gは、

それに基づき、はっきりと協議の場でAの認識

の偏りを指摘したのである。これは職員として

3-1 . T市男女共同参画推進センターのケー

ス

同センターでは、市民企画講座として2001年

に「結婚とライフステージージェンダーフリー

の観点から～」というテーマの下に5回の連続

講座が、02年に「労働とジェンダー」という

テーマの下に5回の単発講座が開かれた。2003

年度は学習テーマを「人間関係」とすることが、

企画委員募集の段階で、同センターから示され

た。

企画委員はT市内外から6名の応募があって

全員採用された。これに同センター職員2名が

加わった。委員の性別はA(男性)、 B (女性)、

C (女性)、D(男性)、 E (女性)、 F (女

性）であり、職員の性別はG (女性)、H(男

性）であった。 （筆者もこの中に含まれてい

る｡） この総勢8名が市民企画委員会のメン

バーである。2003年4月～ll月まで13回、市民

企画委員会が開かれた。

ここでのキーパーソンはA、 F，Gの3名で

あった。講座プログラムの基本的な枠組みはこ

れら3名が作ったといってもよい。この委員会

では、職員Gのリーダーシップが特筆される。

Gはほぼ毎回、的確な意見によって委員会の議

論をリードしていた。第2回会議では、 「自分

たちが講座を打つことで何を伝えたいか、何を

しようとしているかを大切にするように」とメ

ンバー全員に伝えた。これは第2節でセルベロ

らが論じているプログラム計画者の役割と軌を

一にしている。

Aは男性の立場から、これまでの家庭、職場

における「生きにくさ」をもとに、新しい社会

を構築したいという思いからこの会議に参加し

た。Aの提案は十分に受け入れられたわけでは

ないが、豊富なアイデアをもとに「ひきこも
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いて造詣が深いことを窺わせる意見を述べてい

た。Bは、NPO法人ネットワーク「地球村」

の世話人も務めており、 I市内外に講師候補者

の豊富な人脈をもっていた。そして、講師候補

者の書いた著書を、個人的に、職員Hに貸すこ

とで、環境問題についての情報提供をしていた。

Cはすでに会社を定年退職しているが、かつて

会社で研修プログラムを作った経験から、学習

方法について次のような発言をしている。

C「若い頃、会社で研修プログラムを苦労し

て作ってみたことがあります。環境という

ととつつきづらいと思いますので、座学だ

けではあきてくるので、知識だけでなく、

クリーンセンターを見に行ったり、一本調

子にならないように変化をつけることが必

要だと思います｡ 5WlHを意識してみる。

WhereWhat:どこでどんな問題が起こって

いるのか？Why:なぜそんな問題が起こつ

てくるのか？When:その問題はいつ起

こったのか？ How:どうしたらそれを解

決できるか？温暖化の仕組みは難しいで

すからね。ダイオキシンの話をいきなり言

われても難しい｡」 （第1回会議で）

このCの発言は、実際にプログラムの中に実

現されている。講座プログラムの第3回目でク

リーンランドの見学をしたり、第7回目にフ

リートークを設けていることがそれにあたる。

Cの提案は講座参加者の学習方法において生か

されたのである。

また、 Cはこの市民企画講座が、市民にむけ

て環境問題を啓発することから、多くの参加者

を見込むためには、受講料を無料にすることを

提案した。また、講座の第3回目で参加者をク

リーンランドまで送迎するためのバスをチャー

ターすることを提案した。しかし、これらの意

見は、公民館の財政問題が絡む問題であったた

めに、職員Hから却下されている。受講料は全

回通して1000円になった。しかし、結果として、

当然のことであるが、なかなかできないことで

もある。特に若い職員の場合、市民企画委員に

対して、このようにはっきり明言することは難

しいと思われる。Aはその場で引き下がった。

このことはAの認識が変容したように見えたが、

そうではなかった。この会議の終了後、筆者は

この件についてAに感想を求めた。Aは「さっ

きはああいうことになったけれど、やっぱりそ

うなんですよ」と言った。Aのジェンダーを内

面化した認識は変容に至っていないことがわか

る。

このようにして完成した各回の学習テーマは

次の通りである。講座参加者は第1， 2回が50

名を超え、第3回は20名、第4回は10名であっ

た。ひきこもりが旬の話題だったのである。

テーマ：人間関係とジェンダー

第1回 9月16日 ひきこもりとどうつきあう

か？－支援者の立場から－

第2回 10月6日 ひきこもりはなぜ男性に多い
か？一当事者の立場から－

第3回 10月30日介護ってね！

第4回 12月5日医療を変えよう－なんでだ
ろ？患者と医者一

3-2. l市立中央公民館のケース

2003年6月～8月にかけて6回の「市民自主

企画講座会議」が開かれた。広報での呼びかけ

に応じて集まった市民は7名であった。委員の

性別は、A(女性)、 B (男性)、 C (男性)、

D(男性)、 E (女性)、 F (男性)、 G (男性）

であった。これに職員1名H(男性）が加わっ

た。このうちFは全回とも欠席のため、実質的

に総勢7名が講座会議のメンバーである。2003

年度は、 11月からI市環境基本条例が施行され

るのに合わせて、学習テーマは「環境」とする

ことが公民館側から募集の段階で提示された。

ここでのリソース・パーソンはBとCであっ

た。Bは企画会議全体を通じて、環境問題につ
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この講座には全7回通して参加者が平均して11

人しか集まらなかった。これは募集定員の30名

を大きく割り込む結果である。Cの意見が正し

いことが証明きれた。

職員Hは、できるだけ市民企画委員の意見だ

けで、講座プログラムが作れるように気を配っ

ていた。しかし、財政的な問題の絡む問題につ

いては、公民館長と相談のうえ判断して、強引

に了解をとりつけた観がある。これは、市民企

画委員の意見だけでは講座プログラムを作るこ

とができないことを示している。

また、Hは講座プログラムの作り方について、

自分なりに学習をしていて、次のようなイメー

ジを市民企画委員に語っていた。

「講座づくりで一番困るのは、いい先生が

見つかっても、断られた時です。あとは順

番です。大きな問題から徐々に絞っていく

か、あるいはおいしいものをはじめにもっ

てきて、中頃にそうでないものを入れると

か、最後にすごいものをもってきてシメて

「紅白歌合戦」的にやってみるとか…」 （第

3回会議で）

これは、講座プログラムには一定の物語がな

ければならないことを意味している。起承転結

の各部分に、どんな講師でどんな内容を配置す

べきかを考える必要性を語っているのである。

公民館での講座プログラム作りについて、一定

年数の経験をしているHならでは発言である。

そして、職員Hは毎回、会議の前に黒板に全

回の会議で決まったことを板書して、各回の会

議で決めることを明記していた。そうすること

で毎回の議論が積み重なっていき、この企画会

議は十分に学習組織たりえていた。全体の学習

テーマについても、各委員の意見を聞き、それ

らを黒板に書き出して議論させていった。学習

テーマについては、CとGの問で激論になった

が、HがGの案を支持して、プログラムは次の

ように決まった。

テーマ：今みつめよう地球環境の未来

第1回 11月1日 【公開講座】地球にやさしい人
になろう

第2回 ll月8日 Iの環境への取り組み～I市環
境基本条例を知ろう～

第3回 ll月14日 Iのごみ最前線～T市･ I市ク
リーンランド見学～

第4回 ll月22日海の向こうのごみ事情～環境先進
国・ドイツとデンマークに学ぶ～

第5回 11月29日今日から始めよう 1環境家計簿
～地球温暖化防止のために～

第6回 12月6日紫外線と私たちの暮らし～人にも

たらす害とその原因・対策を探る

第7回 12月13日 Iの環境を守るために私たちが

今できること～フリートーク～

3-3. T市立中央公民館のケース

2003年11月～12月にかけて5回の市民企画委

員会議が開かれた。学習テーマは企画委員募集

の段階で消費者問題と決まっていた。広報での

公募に応じて応募してきた市民委員は1名A

(女性）だけであった。そこで、公民館側は、

いつも公民館を利用している市民E (女性）に

声をかけてB (女性)、 C (女性)、D(女性）

の3名を連れてきてもらった。公募締め切り後

に男性1名G (男性）が応募してきたのでそれ

を加えた。これに職員1名(H)が加わり、総

勢8名が企画委員会議のメンバーとなった。

しかし、全体的に、この企画委員会議での協

議は不活発であった。Aのように「クーリング

オフが業者側に立っているのか、消費者側に

立っているのか、その意義と歴史、その制度が

最初に出てきたのは日本なのか、アメ1ノカなの

か、それを第1回目に講義してほしいです」

(第4回会議） という先鋭な問題意識をもった

委員がいた一方で、B、C、D，Eという動員

されたあまりやる気のない責任感や当事者意識

が欠落した委員がいたからである。 「毎回出て

くることになるとは思ってもみなかったです」

｡と言った委員もいた。特にEは口数が多いわ

りには、雑談が多く内容のあることが語れない、
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ここで、GやHは、参加体験型のワーク

ショップによる学習方法を考えていたが、Eの

反対で講義形式になった。Eには、講座という

ものは、 もっぱら講師による話を聴くものであ

るというパターン化された認識があり、ワーク

ショップについて無知なるがゆえの反対をして

いる。こうした場合、職員Hは、参加体験型の

ワークシヨップの効用と限界についてのていね

いな説明をする必要があったと思われる。

この委員会が学習組織になりえなかった原因

は、職員のリーダーシップの欠如に加えて、企

画委員に消費者問題についてのナレッジ・ベー

スがなかったこと、 「講師の人選については私

らわからへん。おまかせしますわ｡」⑧という

発言のように、講師についてのリソース・パー

ソンがいなかったことである。

しかも、市民企画委員は毎回初発の問題意識

の言いぱなしで、各回の会議で議論が積みかさ

なっていかなかった。それは、職員Hが、ケー

スl， 2のように、黒板を使って各回の会議で

何を決めなければならないか、その目的を明確

にしなかったことによる。このケースからは、

職員の力量と、市民企画委員の力量の不足が感

じられた。この会議を開く前に、消費者問題に

ついての学習をする機会が企画委員と職員に与

えられるべきではなかっただろうか。ここから、

市民であれば誰でも講座を企画できるわけでは

なく、一定の知識と見識がない市民には、講座

の企画は無理であることがわかった。

プログラムは下記のように、前2回の「クー

リング．オフ」と後2回の「食品の賞味期限」

が何の関係もなく並列するものになった。ただ

し、ケース2と異なり、受講料が無料だったの

か、講座参加者は全回平均で25名でほとんどが

女性であった。

それでいて企画会議全体を支配したいという気

のある、企画委員としては不適格な人材であっ

た。

講座内容については、T市内で消費者問題を

扱う専門の学習施設「くらしかん」での講座内

容と比較して次のような議論があった。

G「楽しい消費者問題を話してもらえる人が

いいです。それでいて肝心なポイントを

ちゃんと押さえていながら、楽しい話をし

てもらえる人を選んでほしいです。

E「みんな笑ってね｡」

D「楽しいのがいいですね。しかつめらしい

話はイヤです｡」 （第2回会議で）

ここでGは、 くらしかんでの消費者問題を

めぐる講座内容が告発系になっているのに

対して、本講座では明るい話題を提供して

ほしいと言っている。しかし、実際に、通

信販売などで被害にあっている人がいる状

況において、明るい話題ですむとは思われ

ない。

一方、講座参加者の学習方法をめく、っては次

のような議論があった。

H「最近、研修などではワークショップがは

やっています。クーリング・オフだったら

受講者の方に参加していただいてロールプ

レイングをしてもらう方法もあります｡」

E「誰か連れてきはるんですか？予算が余っ

ているなら、Tの劇団にやってもらうのも

いいと思います。防犯の時に寸劇をやって

いるように｡」 （第3回会議で）

G「第2回目はロールプレイングを入れるこ

とが考えられます。 くらしかんの相談員2

人にやってもらうといいですね。受講者の

中から出ていただいて、 ワークシヨップス

タイルでやるとか｡」

E「そんなん出たくないねんと、次から出な

い人もいるかもしれん。講座やからね｡」

（第4回会議で）
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テーマ：クーリング・オフ制度の利用と食品の賞味期限

第1回 2月13日頭を冷やして上手に断ろう

第2回 2月20日 ためしてみよう 『クーリング

オフ制度』

第3回 2月27日食品の賞味期限と消費期限

第4回 3月5日正確な産地の表示など

4．分析：プログラム形成における影響

要因

前節で、私たちは3つのケースの市民企画講

座委員会における権力関係を見てきた。いずれ

のケースにおいても、プログラム計画に際して、

職員の果たすべき役割が大きいことがわかる。

職員はたんに市民企画委員の各意見を機械的に

まとめているのではない。学習プログラムの中

に、ある一定の社会像を創るために、一定の介

入(intervension)をしているのである。また、

市民企画委員は自由に自分の関心をプログラム

に反映できる主体ではなく、一定の制約の中で

プログラムの計画実践に従事していることがわ

かる。

本節では、男女共同参画、環境、消費者問題

といった3つのケースに関わりのあるプログラ

ム計画において、倫理的な決定がどのようにな

されるかを、カファレラ (R.MCaffarella)の

所論を紹介しながら、講座プログラムの形成過

程における複数の影響要因の強弱について分析

してみたい。

カファレラは、プログラムを計画していく際

に「倫理的アプローチは、計画上の決定をする

ために欠くことができない」 (Caffarella:54) と

して、 （図3）のように「プログラムを計画す

る際の倫理的決定のための見本となる枠組み」

(sample framework fOr ethical decisionsm

programplanmng)を示した。彼女は、プログ

ラム計画の倫理的な意思決定を行う際に、 「プ

ログラム計画者の個人的信念」 (personal

図3 プログラム計画における倫理的決定のための見

本となる枠組み (Caffarena,2002,p､51.）

benefSofprogramplanners)、 「教育部門の信念

の表明」 (beliefstatementsofeducationalumts)、

｢組織上の信念」 (orgamzationalbehefS)、 「専

門職の倫理コード」 (professionalcodeofehcs)、

｢コミュニティと社会の信念」 (conununityand

societalbeliefS) という5つの信念が考盧され

るべきだと、次のように論じる。

「通常、倫理的な要素をもつプログラムの諸

決定を行う際に、考盧される複数の信念がある。

明らかに、プログラムのスコープがより総合的

になればなるほど、すべての人が含まれる同意

が倫理的であるように対応することがますます

難しくなる｡」 (Ibid.:51)

そして、 5つの信念がどのように考慮される

べきなのかを順を追って次のように論じる。

「この枠組みを使って、プログラム計画者は、

プログラム計画についての自らの信念を検証す

ることにより、まず自分自身から始める。自ら

の信念を確言することは、計画者があらゆる統

制を行うことのできる可変要因のほんの一部で

あるかもしれない。…

次の段階は、教育的プログラムに関わりのあ

る教育・訓練部門や組織の信念の表明を公にす

ることである。この公的な表明を意味あるもの

にするためには、これらの信念の表明は、はっ
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きりしていなければならない｡」 (Ibid.:52)

「第3の作業は、計画過程の一部である専門

職団体や他の団体、組織の倫理コードや信念の

表明を確認することである。これらの信念の表

明と倫理コードは、計画過程を通しての意思決

定の実践に取り入れられるべきである。…最後

の段階でもっとも難しい（場合によっては、ほ

とんど不可能である）のは、プログラム計画者

が働いているコミュニティとより広い社会の信

念と価値を確認することである。コミュニティ

と社会の信念をはっきりと要約している文書を

探し出すことは、信念のシステムが競合したり

たえず変化している時はひじように難しいかも

しれないが、それらが決定的であるような計画

状況がある｡」 (Ibid.:52-3)

このようなカファレラのプログラム計画にお

ける倫理的判断の枠組みを参考にしながら、筆

者は市民企画講座委員会の構成員である市民企

画委員と職員がどんな影響要因を考盧しながら

3つのプログラムを作っていったかについて分

析してみる。まず、カファレラの枠組みで「プ

ログラム計画者の個人的信念」にあたるのは、

｢市民企画委員の関心」である。次に「教育部

門の信念の表明」 「組織上の信念」にあたるも

のは、 「当該学習施設の使命」 「他の生涯学習関

連施設の動向」である。特にケース1の男女共

同参画推進センターでは、男女平等な社会の構

築という明白な使命を有する。また、他の男女

共同参画推進センターや公民館、あるいは専門

学習施設で実施されている講座プログラムを参

考にすることも、組織上の信念に関する影響要

因であろう。これはケース3で市民企画委員G

がT市内にある消費者問題専門学習施設「くら

しかん」が提供する講座を告発系として批判し

たこととも関わる。

また「専門職の倫理コード」にあたるのは

｢職員の関心」である。これもケース1におい

て、ジェンダーを内面化した市民企画委員Aの

言説に異議を唱えた女性職員Gの行為があては

まる。そして、最後に「コミュニティと社会の

信念」にあたるものは、ケース1ではT市議会

での議論である。市民企画講座委員会が開催さ

れていた時、前年にT市議会で強い反対意見が

出され上程が見送られた男女共同参画推進条例

案が可決された。これがプログラム計画に追い

風になった。ケース2ではI市の環境基本条例

の施行時期に合わせて環境の講座プログラムの

計画がなされた。こうした市議会での動きが、

講座プログラム形成に間接的に作用しているこ

とは明白である。また、男女共同参画や環境と

いったテーマについて地元の住民運動がどのく

らい活動的であるかということも間接的に関

わってこよう。

さらに、プログラムを実際に講義という形に

していく 「講師の力量と都合」という要因も無

視できない。ケース2で講座企画委員会の関心

と異なる講義をした講師がいたり、ケース，で

講座企画委員会が意図したジェンダーの対象化

という関心が、 「ひきこもり」を扱った回にお

いて参加者たちの切実な関心とズレてしまった

ことにあてはまる。このようにして筆者は（図

4）のような影響要因のモデルを作ってみた。

これら7つの影響要因のうち、 もっとも影響

力のあるのが「職員の関心」である。それは、

プログラムを実施する際にかかる経費を扱う決

定に深く関わっている。職員の関心はもっとも

影響力があるが、それは「当該学習施設の使

命」に基づいている。第2に影響力があるのは

｢市民企画委員の関心」である。彼らは自らの

関心を主張するが、そのすべてが実現されるわ

けではない。市民企画委員や職員によって、あ

る関心は支持されるがある関心は拒否される。

第3に影響力があるのは、 「当該市議会での議

論」や「住民運動の力関係」といった政治的要

因である。とくに男女共同参画プログラムを企

画する際に、講座企画委員会のメンバーは、男
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当該市議会での議論 当該学習施設の使命

、 ／

「霊産壼盲蟇頁臺1←-脚生涯学習関連施設伽住民運動の力関係一

／ 、
1 ”則関‘市民企画委員の関心

講師の力量と都合

図4 講座企画委員会をめぐる影響要因

女共同参画という理念について支持的か反動的

かを無視できない。そして、 しばしば委員会の

メンバーは、 「他の生涯学習関連施設の動向」

を考慮する。講座企画の段階でもっとも影響力

が少ない要因は、 「講師の力量と都合」である。

しかし、この要因は、プログラムが実施される

過程における実質的な学習内容に大きく影響す

る。それは講師の関心と講座企画委員会の関心

が同じでないことがあるからである。その

ギャップを埋めていくことも企画委員会のメン

バーの仕事である。

ついて、 「学習組織という概念が、理念的・規

範的な成果に向けての偏向を有し、遂行に必要

な介入が複雑であり、影響力の計測が難しい」

｢実際には、 うまくいく場合よりも、失敗した

り失望させられることの方が多い」 (Marsick

&Watkins:41-42) と指摘している。

最後に、市民企画講座委員会を学習組織たら

しめるための方策として3点挙げておきたい。

第1点は、市民企画委員の力量形成の必要性で

ある。ケース3で示されたように、ア・プリオ

リに市民と職員は協働(conaborate)できる存

在ではない。 3つのケースの市民企画講座の委

員会に応募してきた市民は自薦であり全員採用

されていた。事前に、施設が提示した学習テー

マについて、市民がどれくらいの企画力をもっ

ているかはわからない。どんな市民が企画委員

になるかによって、その企画会議の内実が決定

されてしまう。市民企画講座は、ある意味で

｢賭け」 (gamble)の要素を有する。そこで協

働できる市民を育成する仕組みを、行政が作っ

ていくことが必要となろう。例えば、筆者は、

兵庫県S市立中央公民館において、 1997年から

2カ年、 S市民を対象とした3回シリーズの公

民館企画力養成講座の講師を務めた経験がある。

そうした講座の受講経験者に、市民企画講座の

応募者を限定するというのも一方法であろう。

また、大阪府S市の男女共同参画センター

5．結論と今後の研究課題

ここに挙げた3つのケースを見てもわかるよ

うに、職員と市民が協議をしながら講座プログ

ラムを創っていく過程には、企画委員間での学

習が看取される。ケース1と2では、講座企画

委員会の参加者は、自らの関心に基づくアイデ

アを他のメンバーとの共有を図りながら、お互

いの意見を聞きながら、 自らの認識を拡張して

いる。しかし、ケース3では、企画委員間で学

習がされた形跡が希薄である。第1節でフォレ

スターが言うような企画委員の学習による認識

の変容という事象は明確な形では得られなかっ

た。この点について、マーシックとワトキンス

(Marsick&Watkms)は、学習組織の可能性に
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ありうる。いずれの問題についても、 「世界的

に考え地域で活動する」 (thinkglobany,act

locany)というジャーナリスティックなセンスが

求められよう。今後、私たちに求められてるの

は、市民と職員との協働的専門性(collaborative

expertise)の構築であろう。

第3点は、計画された学習プログラムが、実

際にどのような学習を生起させているかについ

ての研究の必要性である。どのように入念に計

画された学習プログラムでも、その実施に際し

ては、常に偶発性(contmgency)にさらされ

ている。サッチマン (L.Suchman)は、 『プラ

ンと状況的行為』 (PlansandSituatedAction)

の中で次のように述べている。

「一方でプランニング・モデルは意図の記述

に行為の教示の集合を反映させるのだが、 日常

的な観察では、私たちの意図の言明は、一般的

に、状況に埋め込まれた行為のどのレベルの細

かさにも当てられるものではない。実際に、何

らかの目的を達成する意図と実際の状況的行為

のコースは、 とてつもなく偶発的な関係で結ば

れており、意図の言明は一般には実際の行為に

ついてはほとんど何も語っていないに等しい」

(サッチマン訳書：37－8頁）

「…プランニング・モデルは、私たちの行為

の予測やその結果の見直しについての常識的先

入観、 さらに行為のモデルとしての推論のシス

テム化への試みを支配しており、現実のこと、

すなわち状況的行為（それこそが推論の対象で

あるべきもの）を無視している｡」 （同上書：38

頁）

つまり、計画主体を離れたプログラムが、講

師という他者によって媒介され、学習者に伝え

られる場において、どんな参加者が来ているか

によって、当初の意図とは異なった学習が生起

する可能性がある。偶発性による学習プログラ

ムの変容という事態である。ここから生涯学習

関連施設における「隠れたプログラム」

｢デュオ」では、市民スタッフに講座の司会や

ミニコミ紙の編集などをしてもらっているが、

その際の条件として、同センターで開催される

入門レベルの講座を受講していることが条件と

なっている。このようにして、市民スタッフの

力量を一定水準まで高める仕組みを作っている。

男女共同参画推進センターの場合、男女平等に

反対するバックラシュ系の市民が企画委員に

なった時に困ってしまう。そこでこうした関門

を設けて、男女平等の趣旨に反しない市民に来

てほしいと願うことになる。T市男女共同参画

推進センターの場合、志願者に応募の動機を書

かせて、それをFAXで送るようにしていた。

一方、公民館の場合は、そうした専門施設と異

なって、複数の現代的課題の中から得意分野を

打ち出すことが難しい。

第2点は、職員の力量形成の必要性である。

とくに公民館職員は、市民企画講座のテーマ内

容に関する専門性(contentsexpertise)を

もっているわけではない。学習プログラムの内

容については素人であることが多い。したがっ

て、これから手がけようとする講座プログラム

の内容に関する知識を事前に学習しておく必要

があろう。ケースlと2では、市民企画委員の

中に学習テーマについてのリソース・パーソン

がいたことで、職員が助けられているが、ケー

ス3のような場合は、やはり職員が事前に外部

の専門家についてレクチャーを受けて、企画す

る講座内容についての一定の知識と見解を有し

ておくことが前提となろう。そうでないとまっ

たく手探りで講座企画を進めなければならなく

なる。もちろん、職員の主導性が、常によく働

くとは限らない。場合によっては、市民企画委

員の意見を無視した介入を行うことになるかも

しれない。ここで扱ったのは、男女共同参画、

環境、消費者問題といった現代的課題であるが、

それ以外に、国際理解、福祉、情報、平和、人

権といったテーマでの学習プログラムづくりも
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(hiddenprogram)研究に着手する必要性も出

てこよう。

例えば、ケースlにおいては、計画者が講師

に依頼をして、講師から学習者へ講義がなされ

いく過程で、ジェンダーの視点が薄まっていっ

た。第1回目の講座で、質疑応答の時間をとっ

た時に複数の出席者から質問が出された。それ

は「どうしたら今ひきこもっている子どもを救

い出せるか」という趣旨の質問であった。それ

に対して、講師は「わかりません」と答えた。

これに対して、複数の出席者から「私たちが聞

きたいのはそこなんですよ！ 」 「そうですよ！」

という声があがった。企画会議では、ひきこも

りの約8割が男性といわれる時代において、男

性のほうにジェンダーによるプレッシャーがか

かっていることを問題としてとらえ、そうした

プレッシャーから逃れていくことが必要である

ことを提起していこうとした。しかし、出席者

の多くは、今、 自分の家に抱えているひきこも

りの長男や孫をどうしたらよいか、 という切実

な問題意識を抱きながら、その「対策」を知り

たいと思って参加したのであった。そこでは

ジェンダーの問題はどこかへ押しやられてし

まった観がある。

またケース2においては、講座の第4回目を

担当した講師の問題意識と計画者の問題意識の

ズレが生じた。担当講師は次のように講義の中

で発言した。 「この講座を依頼された時に、環

境問題の取り組みについて日本は遅れている、

ヨーロッパは進んでいるという話をしてほしい

と依頼されたが、私はそうは思っていません｡」

この講師は、そこで、環境問題の解決のために

は、人々の意識よりも環境を保全する社会シス

テムをつくることの方が大切であるという観点

から講義をした。

このように入念に計画されたプログラムで

あっても、それが担当の講師の手に渡り、実際

に講座参加者に対して講義されていく際に、各

主体の意図がズレていくことがわかる。計画者

は、プログラムを計画してしまえばその役割を

終えるのではない。偶発性によるプログラムの

計画者、教育実践者、学習者の三者における関

心のズレを適宜、調整していく役割も、計画者

には必要であろう。講座プログラムの計画・運

営から事後評価までの全体のプロセスに関わら

なければならない。そこで気のついたことを記

録して、次にプログラムを計画する人たちへの

有益な反省材料を提供することで、プログラム

計画という行為は、 また新しいメンバーで新し

いサイクルを迎えるのである。
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